
12北海道自治研究 ２０１７年４月（Ｎo.579）

質
問
事
項
へ
の
対
応
状
況
を
追
跡
調
査

知
内
、
伊
達
、
福
島
、
芽
室
の
議
会
の
試
み

議
会
改
革
短
信　

第
４
号　
　

 

神
原　

勝

　

長
が
議
員
の
一
般
質
問
な
ど
に
対
し
て
「
検
討
す
る
」

と
か
、こ
れ
に
類
す
る
表
現
で
答
弁
し
た
事
項
に
つ
い
て
、

そ
の
後
の
対
応
を
追
跡
調
査
す
る
議
会
が
相
次
い
で
い
る
。

ま
だ
全
国
的
な
ひ
ろ
が
り
は
な
い
が
、
道
内
で
は
、
青
森

県
佐
井
村
議
会
を
モ
デ
ル
と
し
た
知
内
町
議
会
を
先
頭
に
、

伊
達
市
、
福
島
町
、
芽
室
町
な
ど
の
議
会
が
実
施
し
て
い

る
。議
員
・
議
会
活
動
の
中
心
に
あ
る
長
な
ど
へ
の「
質
問
」

を
「
棚
上
げ
状
態
」
で
放
置
し
な
い
た
め
、
今
後
は
議
会

改
革
の
一
環
と
し
て
各
地
に
ひ
ろ
が
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

知
内
町
議
会
作
成
の
「
追
跡
質
問
の
実
施
方
法
等
に
つ

い
て
」
に
よ
れ
ば
、
追
跡
質
問
は
、
各
定
例
会
の
議
事
日

程
に
の
せ
て
一
般
質
問
の
前
に
行
い
、
過
去
三
回
の
定
例

会
で
議
員
が
一
般
質
問
し
た
事
項
が
そ
の
対
象
に
な
る
。

手
続
き
と
し
て
は
、
一
般
質
問
し
た
議
員
本
人
が
追
跡
質

問
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
そ
れ
を
議
長
に
通
告
し
て

実
施
す
る
。
ま
た
、
答
弁
者
に
は
「
一
般
質
問
の
形
骸
化

に
な
ら
な
い
よ
う
結
果
の
み
を
求
め
る
」
と
し
、
質
問
時

間
は
、
答
弁
を
ふ
く
め
て
「
一
〇
分
以
内
を
目
途
」
に
し

て
い
る
。

　

伊
達
市
議
会
も
「
一
般
質
問
答
弁
事
項
進
捗
状
況
調
査

実
施
要
領
」
を
作
成
し
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
か
ら
導
入

し
、
議
員
は
、「
答
弁
指
定
事
項
進
捗
状
況
調
書
」
で
、

そ
の
後
の
対
応
方
針
や
進
捗
状
況
な
ど
の
検
討
結
果
の
報

告
を
市
長
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
市
長
が
回
答
し
た

「
調
書
」（
対
応
済
・
対
応
中
・
検
討
中
・
実
施
不
可
に
区

分
し
理
由
を
付
加
）
の
内
容
は
、
Ｈ
Ｐ
を
と
お
し
て
市
民

に
公
開
さ
れ
る
。
実
施
件
数
は
、二
〇
一
五
年
は
一
七
件
、

一
六
年
（
一
定
・
二
定
分
）
は
一
六
件
で
あ
っ
た
。

　

福
島
町
議
会
は
、
知
内
町
、
伊
達
市
の
先
行
例
を
検
討

し
た
う
え
で
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
に
「
一
般
質
問
等
答

弁
事
項
進
捗
状
況
調
査
実
施
要
綱
」（
次
頁
参
照
）
を
定

め
た
。
こ
の
要
綱
の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、
議
会
案
を
も

と
に
議
会
側
（
正
副
議
長
・
議
会
運
営
委
員
長
・
議
会
事

務
局
長
）
と
行
政
側
（
三
役
・
総
務
課
長
・
学
校
教
育
課

長
）
が
協
議
・
合
意
し
、
さ
ら
に
は
行
政
の
管
理
職
会
議

に
お
け
る
検
討
・
了
承
を
ふ
ま
え
て
、
全
員
協
議
会
で
実

施
に
向
け
た
最
終
協
議
を
お
こ
な
い
確
定
し
て
い
る
。

　

こ
の
追
跡
調
査
の
特
徴
は
、議
会
が
論
点
整
理
し
た「
一

般
質
問
等
に
お
け
る
追
跡
調
査
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
当
町
議
会
の
方
向
性
は
、

議
員
が
個
人
で
対
応
す
る
﹃
追
跡
質
問
﹄・﹃
追
跡
調
査
﹄

で
は
な
く
、
誠
実
・
明
快
な
答
弁
を
す
べ
き
首
長
が
、
自

分
の
発
言
に
責
任
を
持
ち
、
し
っ
か
り
説
明
責
任
を
果
た

す
見
地
か
ら
、
議
会
と
し
て
対
応
す
る
﹃
追
跡
調
査
﹄
の

方
式
で
検
討
す
べ
き
も
の
と
考
え
ま
す
。
議
員
個
人
に
つ

い
て
は
、
通
常
の
一
般
質
問
と
し
て
対
応
す
べ
き
と
考
え

ま
し
た
。」

　

要
す
る
に
「
議
員
個
人
と
し
て
」
で
は
な
く
「
議
会
と

し
て
対
応
す
る
」
追
跡
調
査
に
力
点
が
あ
る
。
そ
の
具
体

的
な
す
す
め
方
は
、
通
年
議
会
制
の
福
島
町
議
会
で
は
、

各
会
議
の
あ
と
、
議
会
運
営
委
員
会
と
議
会
事
務
局
が
、

議
員
の
お
こ
な
っ
た
質
問
事
項
を
整
理
し
、
そ
の
な
か
か

ら
議
会
と
し
て
追
跡
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
項
目
を
抽
出
し
、

そ
れ
を
質
問
し
た
議
員
が
確
認
し
た
う
え
で
議
長
が
町
長

に
調
書
を
提
出
す
る
。
町
長
の
回
答
は
議
事
日
程
に
の
せ

て
各
会
議
で
報
告
、
町
の
広
報
紙
に
も
全
文
が
掲
載
さ
れ

る
。

　

溝
部
幸
基
議
長
は
、「
本
町
の
追
跡
調
査
は
、
不
祥
事

を
ふ
く
め
て
極
度
に
停
滞
し
て
い
た
前
町
長
時
代
の
行
政

を
正
す
意
味
合
い
が
濃
か
っ
た
が
、
現
町
長
下
の
平
時
に

お
い
て
も
、
長
と
議
会
が
適
度
な
緊
張
関
係
を
維
持
し
て

住
民
に
対
す
る
責
任
を
果
た
す
う
え
で
有
効
で
あ
る
。
町

長
に
対
す
る
議
会
か
ら
の
問
題
提
起
は
、
一
般
質
問
に
か

ぎ
ら
ず
、
常
任
委
員
会
か
ら
の
政
策
提
言
も
あ
る
の
で
、

こ
れ
ら
を
ふ
く
め
て
今
後
の
追
跡
調
査
の
あ
り
方
を
、
議

会
基
本
条
例
に
組
み
込
む
こ
と
も
視
野
に
検
討
す
る
」
と

い
う
。

　

議
会
と
し
て
の
追
跡
調
査
は
芽
室
町
議
会
も
試
行
を
は

じ
め
て
い
る
。
同
議
会
は
、
総
合
計
画
や
予
算
に
議
会
の

政
策
意
思
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
議
会
の
年
間
計
画
や
工

程
表
を
つ
く
っ
て
、
議
会
の
政
策
活
動
の
見
え
る
化
を
は

か
っ
て
い
る
（
い
わ
ゆ
る
「
政
策
形
成
サ
イ
ク
ル
」）
が
、

そ
れ
に
組
み
込
む
か
た
ち
で
、
議
員
の
お
こ
な
っ
た
一
般

質
問
な
ど
を
議
員
個
人
の
活
動
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
な
く

議
会
全
体
の
活
動
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
、「
常
任
委
員

会
と
し
て
の
追
跡
調
査
」
を
試
行
的
に
す
す
め
て
い
る
。
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「
検
討
す
る
」
な
ど
と
い
う
答
弁
用
語
は
、
な
に
も
し

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
逃
げ
口
上
と
い
わ
れ
て
久
し
い
。

そ
れ
を
許
し
て
き
た
の
は
議
会
と
行
政
の
な
れ
合
い
な
の

だ
が
、
そ
こ
に
よ
う
や
く
「
追
跡
調
査
」
と
い
う
楔
が
打

ち
込
ま
れ
は
じ
め
た
。
こ
れ
も
議
会
改
革
一
〇
年
の
到
達

点
の
一
つ
で
あ
る
。

＜

か
ん
ば
ら　

ま
さ
る
・
北
海
道
大
学
名
誉
教
授＞

福
島
町
議
会
一
般
質
問
等
答
弁
事
項
進
捗
状
況
調
査

実
施
要
綱

平
成
26
年
11
月
25
日

議
会
要
綱
第
１
号

改
正　

平
成
27
年
６
月
１
日
議
会
要
綱
第
１
号

平
成
28
年
４
月
22
日
議
会
要
綱
第
２
号

（
目
的
）

第
１
条　

こ
の
要
綱
は
、
福
島
町
議
会
本
会
議
、
予
算
審
査
特

別
委
員
会
及
び
決
算
審
査
特
別
委
員
会
（
以
下
「
本
会
議
等
」

と
い
う
）
に
お
け
る
議
員
の
一
般
質
問
及
び
町
長
提
出
議
案

（
以
下
「
議
案
」
と
い
う
。）
に
対
す
る
町
長
、
副
町
長
、
教

育
長
（
以
下
「
町
長
等
」
と
い
う
。）
の
答
弁
及
び
そ
の
後

の
対
応
を
調
査
し
て
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
町
民
へ
の
説

明
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
実
施
主
体
）

第
２
条　

こ
の
調
査
は
、
福
島
町
議
会
（
以
下
「
議
会
」
と
い

う
。）が
福
島
町
及
び
福
島
町
教
育
委
員
会
を
対
象
に
行
う
。

（
対
象
と
す
る
答
弁
調
査
事
項
）

第
３
条　

本
会
議
等
に
お
い
て
、
議
員
の
一
般
質
問
及
び
議
案

審
議
（
質
疑
・
意
見
交
換
）
に
対
し
、
町
長
等
が
行
つ
た
答

弁
内
容
を
精
査
し
、
指
定
し
た
答
弁
調
査
指
定
事
項
（
以
下

「
指
定
事
項
」
と
い
う
。）
を
調
査
の
対
象
と
す
る
。

２　

前
項
の
指
定
事
項
は
、
町
長
等
が
「
実
施
し
ま
す
」、「
取

り
組
み
ま
す
」、「
検
討
し
ま
す
」、「
見
直
し
ま
す
」、「
勉
強

し
ま
す
」「
研
究
し
ま
す
」、「
調
査
し
ま
す
」、「
協
議
し
ま

す
」、「
努
力
し
ま
す
」、「
努
め
ま
す
」、「
参
考
に
し
ま
す
」

等
の
答
弁
と
す
る
。

（
調
査
対
象
の
申
出
）

第
４
条　

前
条
に
規
定
す
る
答
弁
が
あ
つ
た
と
き
、
議
会
運
営

委
員
会
は
、
そ
の
内
容
を
様
式
「
答
弁
指
定
事
項
進
捗
状
況

調
査
調
書
（
以
下
「
調
書
」
と
い
う
。）」
に
当
該
本
会
議
の

会
議
録
（
音
源
）
を
確
認
の
う
え
整
理
し
、
質
問
（
審
議
）

し
た
議
員
に
当
該
調
書
の
確
認
を
経
て
議
長
に
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２　

議
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
調
書
を
町
長

等
へ
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
の
義
務
及
び
方
法
）

第
５
条　

町
長
等
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
議
長
か
ら

調
書
が
送
付
さ
れ
た
と
き
は
、
答
弁
調
査
指
定
事
項
の
対
応

方
針
又
は
進
捗
状
況
（
以
下
「
対
応
方
針
等
」
と
い
う
。）

を
当
該
調
書
に
よ
り
議
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

町
長
等
は
、
調
書
に
よ
り
対
応
方
針
等
を
当
該
答
弁
指
定

事
項
の
結
論
が
で
る
ま
で
、
定
例
に
再
開
す
る
本
会
議
に
報

告
す
る
も
の
と
す
る
が
、
当
該
答
弁
調
査
指
定
事
項
に
か
か

る
対
応
方
針
等
を
初
め
て
報
告
し
た
時
か
ら
２
年
を
目
途
に

整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

第
２
項
に
規
定
す
る
議
会
報
告
の
方
法
は
、
議
事
日
程
に

「
福
島
町
議
会
一
般
質
問
等
答
弁
事
項
進
捗
状
況
調
査
の
報

告
に
つ
い
て
」
と
し
て
載
せ
、
町
長
等
の
行
う
行
政
報
告
の

次
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
町
民
へ
の
報
告
時
期
等
）

第
６
条　

町
長
等
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
議
会
報

告
の
内
容
を
、
町
広
報
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
速
や
か
に
掲

載
し
、
町
民
に
対
し
て
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
７
条　

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
必
要
な
事
項
は
、

議
長
と
町
長
が
協
議
の
う
え
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
要
綱
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
26
度
定
例

会
３
月
会
議
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
　

附　

則
（
平
成
27
年
６
月
１
日
議
会
要
綱
第
１
号
）

　

こ
の
要
綱
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　

附　

則
（
平
成
28
年
４
月
22
日
議
会
要
綱
第
２
号
）

　

こ
の
要
綱
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。　
　


